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山形県環境影響評価条例手続の流れ 

（北の沢産業廃棄物最終処分場増設整備事業） 
                                                         

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境影響評価審査会】 

 

【市町村・県】 【事業者】 【住 民】 

方法書作成 方法書 

準備書 

評価書 

【県知事意見】 

【県知事意見】 

【送付】 

【送付】 

【提出】 

事後調査 

  意見 

【提出】 

I意見 

【提出】 

 

【答申】 
 

 
【答申】 

【送付】 

住民等意見の
概要及び事業
者の見解 

住民等意見の
概要及び事業
者の見解 

調査の実施 

【諮問】 

【諮問】 

意見 

【依頼】 

（縦覧期間＋2週間） 

【方法書】 
環境影響を評価する項
目、そのための調査、予
測及び評価の方法を示
す書類 

【準備書】 
方法書に基づき調査、
予測及び評価を行った
結果並びに環境保全対
策に対する考え方を示
す書類 

【評価書】 
準備書に対する住民や
知事の意見を踏まえ、
必要に応じて準備書の
内容を修正した書類 

【事後調査】 
予測の不確実性が大
きい等の場合に、事業
の実施中又は施設の
供用後に行う環境状
況の調査 

説明会の開催 

意見書 

公告・縦覧（1 カ月） 

公表 

【送付】 
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準備書作成 【送付】 

  意見 

【依頼】 
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市
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【提出】 

（縦覧期間＋2週間） 

意見書 

評価書作成 

公告・縦覧（1 カ月） 

公表 

必要な許認可等を取得 

工事の着手 

環境に配慮して事業の実施 

工事の完了 

事後調査報告書作成 

公告・縦覧（1 カ月） 
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【送付】 

【通知】 

【通知】 

公告・縦覧（1 カ月） 

公表 

説明会の開催 
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60日以内 

 
100日以内 

※手続の迅速化を図るため、方法書が送

付された後に、速やかに知事意見の形成

のための手続を開始する 

北の沢産業廃棄物最

終処分場増設整備事

業の現在の手続 
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9／26～10／25 

9／26 

10／4 

10／22 

10／4 

11／24 

11／8 まで 
11／10 

12／1 開催 

Ｈ２８ 

Ｈ３０ 
（予定） 

Ｈ３０～３１ 
（予定） 

Ｈ３２供用開始 
（予定） 

12／22 

12／28 

10／16～11／15 

11／4 

11／29 まで 

10／10 

12／4 

12／11 

11／20 

Ｈ２９ 

2／7 開催 
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